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(57)【要約】
【課題】各被包装物に付されているバーコードを読取装
置に読み取らせることを妨げる遮蔽手段として、外観上
好ましい白色等の薄色の水玉模様を印刷表示しながら、
各被包装物のバーコードが読取装置により読み取られな
いようにした集積包装フィルムを提供する。
【解決手段】各被包装物に付されているバーコードの読
み取りを妨げる遮蔽手段として白色等の薄色の水玉模様
５を印刷すると共に集積された全被包装物についての単
一のバーコード７を表示した透明な集積包装フィルムに
おいて、　各被包装物のバーコードの読み取りを妨げる
濃色の遮蔽線９を表示したことを特徴とする集積包装フ
ィルム。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　各被包装物に付されているバーコードの読み取りを妨げる遮蔽手段として白色等の薄色
の水玉模様を印刷すると共に集積された全被包装物についての単一のバーコードを表示し
た透明な集積包装フィルムにおいて、
　各被包装物のバーコードの読み取りを妨げる濃色の遮蔽線を表示したことを特徴とする
集積包装フィルム。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、集積包装フィルムに関するものであり、更に詳しくは、集積状態で販売され
る缶詰、瓶詰、箱体等の被包装物を集積包装するための集積包装フィルムに係るものであ
る。
【０００２】
本出願においては、集積状態で販売される缶詰、瓶詰、箱体等を単に被包装物という。
【背景技術】
【０００３】
透明な集積包装フィルムにより包装された被包装物の場合には、店頭にて各被包装物に付
されているバーコードをそれぞれ読取装置に読み取らせることは面倒であるため、集積さ
れた各被包装物のバーコードの読み取りを妨げる遮蔽手段を備えさせると共に集積された
全被包装物についての単一のバーコードを表示した集積包装フィルムが既に用いられてい
る。
【０００４】
　このような遮蔽手段として、本出願人の出願による実開昭６３－１９５３６２号公報（
第１図、第２図）に示すように、水玉模様がしばしば集積包装フィルムに印刷されている
。
【特許文献１】実開昭６３－１９５３６２号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
集積包装フィルムに印刷される水玉模様は、白色等の薄色のものが外観上好ましいと一般
に考えられている。
【０００６】
　しかるに、白色等の薄色の水玉模様を透明な集積包装フィルムに印刷しても、このよう
な水玉模様がバーコードの読み取りを妨げる遮蔽手段として機能せず、集積包装された各
被包装物に付されているバーコードが読取装置により読み取られるおそれがある。
【０００７】
　もとより、集積包装フィルムに黒色等の濃色の水玉模様を印刷すれば、該水玉模様は各
被包装物に付されているバーコードが読取装置により読み取られることを確実に防止し得
るものと思われるが、黒色等の濃色の水玉模様を印刷した集積包装フィルムは、被包装物
の包装手段としては、外観上、好ましいものではない。
【０００８】
　以上の如き状況に鑑み、本考案は、各被包装物に付されているバーコードを読取装置に
読み取らせることを妨げる遮蔽手段として、外観上好ましい白色等の薄色の水玉模様を印
刷表示しながら、各被包装物のバーコードが読取装置により読み取られないようにした集
積包装フィルムを提供しようとしてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本考案は下記の集積包装フィルムを提供する。
【００１０】
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　各被包装物に付されているバーコードの読み取りを妨げる遮蔽手段として白色等の薄色
の水玉模様を印刷すると共に集積された全被包装物についての単一のバーコードを表示し
た透明な集積包装フィルムにおいて、
　各被包装物のバーコードの読み取りを妨げる濃色の遮蔽線を表示したことを特徴とする
集積包装フィルム。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案による集積包装フィルムにおいては、各被包装物に付されているバーコードを読
取装置に読み取らせることを妨げる遮蔽手段として、外観上好ましい白色等の薄色の水玉
模様を印刷表示しているにもかかわらず、各被包装物に付されているバーコードは、濃色
の遮蔽線により読み取りが防止される。
【００１２】
　したがって、店頭におけるレジ係りは、集積された全被包装物についての単一のバーコ
ードのみを読取装置に確実に読み取らせることができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本考案による透明な集積包装フィルムは、各被包装物１に付されているバーコード３の
読み取りを妨げる遮蔽手段として白色等の薄色の水玉模様５を印刷すると共に集積された
全被包装物１、１・・・についての単一のバーコード７を表示している点においては、従
来の集積包装フィルムと同様である。
【００１４】
　白色等の薄色の水玉模様５とは、各被包装物１に付されているバーコード３上に位置し
たときでも、色が薄いため、該バーコード３の読み取りを妨げる遮蔽手段として機能しな
いおそれのあるものをいう。
【００１５】
　しかしながら、白色等の薄色の水玉模様５は、集積包装フィルムに印刷したときには、
該集積包装フィルムは極めて好ましい外観を呈する。
【００１６】
　しかして、本考案においては、各被包装物１のバーコード３の読み取りを妨げる濃色の
遮蔽線９を表示する。
【００１７】
濃色の遮蔽線９とは、例えば紺色、黒色、茶色、緑色、青色等の遮蔽線であって、各被包
装物１に付されているバーコード３上に位置したときに、色が濃いため、該バーコード３
の読み取りを妨げる遮蔽手段として機能するものをいうものとする。
【００１８】
　遮蔽線９は、各被包装物１のバーコード３におけるバー３ａと略平行になり、又は各被
包装物１のバーコード３におけるバー３ａに対し傾斜するように印刷形成することが望ま
しい。けだし、遮蔽線９は、各被包装物１のバーコード３におけるバー３ａと略平行にな
り、又は該バー３ａに対し傾斜するように、該バーコード３上に位置したときに、該バー
コード３の読み取りを確実に妨げるからである。
【００１９】
　遮蔽線９は、必ずしも直線である必要はなく、曲線であっても差し支えない。
【００２０】
　遮蔽線９は、図示の事例においては２本形成されているが、遮蔽線９は１本であっても
よく、３本以上であっても差し支えない。
【００２１】
　また、各被包装物１のバーコード３の位置が図２に示すように上下方向に揃っていると
きには、遮蔽線９は、集積包装フィルムの全面に形成する必要はなく、集積包装フィルム
における集積された全被包装物１、１・・・についての単一のバーコード７の近傍に形成
すれば足りる。
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【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本考案による集積包装フィルムの一例を示す平面図である。
【図２】同上集積包装フィルムにより缶詰を集積包装した状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００２３】
１　被包装物
３　バーコード
３ａ　バー
５　水玉模様
７　単一のバーコード
９　遮蔽線

【図１】 【図２】
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